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      令和６年千代田区議会第３回定例会議事速記録（第１５２６号）《未定稿》 

 

◎日  時 令和６年９月１２日（木）午後１時 

◎場  所 千代田区議会議事堂 

◎出席議員（２４人） 

 １番 西  岡 め ぐ み 議員 

 ２番 大  坂 隆  洋 議員 

３番 の ざ わ 哲  夫 議員 

 ４番 小  枝 す み 子 議員 

 ５番 え ご し 雄  一 議員 

 ６番 米  田 か ず や 議員 

 ７番 牛  尾 こうじろう 議員 

 ８番 岩  佐 りょう子 議員 

 ９番 小  野 な り こ 議員 

１０番 池  田 とものり 議員 

１１番 は や お 恭  一 議員 

１２番 春  山 あ す か 議員 

１３番 はまもり か お り 議員 

１４番 白  川    司 議員 

１５番 永  田 壮  一 議員 

１６番 入  山 たけひこ 議員 

１７番 田  中 え り か 議員 

１８番 岩  田 かずひと 議員 

１９番 小  林 た か や 議員 

２０番 林 則  行 議員 

２２番 桜  井 た だ し 議員 

２３番 秋  谷 こ う き 議員 

２４番 おのでら    亮 議員 

２５番 富  山 あ ゆ み 議員 

◎欠席議員 

     な し 
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ゼロカーボン推進技監  川  又 孝 太 郎 君 

まちづくり担当部長  加  島 津 世 志 君 

政 策 経 営 部 長  村  木 久  人 君 

デジタル担当部長 

財産管理担当部長 

 
夏  目 久  義 君 

行政管理担当部長  中  田 治  子 君 

会 計 管 理 者  大  矢 栄  一 君 

総 務 課 長  佐  藤 久  恵 君 

企 画 課 長  御  郷    誠 君 

財 政 課 長  中  根 昌  宏 君 

（教育委員会）         

教 育 長  堀  米 孝  尚 君 

子 ど も 部 長  小  川 賢 太 郎 君 

教 育 担 当 部 長  大  森 幹  夫 君 

（選挙管理委員会事務局） 

選挙管理委員会事務局長  河  合 芳  則 君 

（監査委員事務局） 

監査委員事務局長  恩  田 浩  行 君 

◎区議会事務局職員 

事 務 局 長  石  綿 賢 一 郎 君 

事 務 局 次 長  （事務局長事務取扱）  

議 事 担 当 係 長  新  井 秀  樹 君 

議 事 担 当 係 長   河 原 田 元  江 君 

議 事 担 当 係 長  彦  坂 悠  介 君 

議 事 担 当 係 長  細  倉    岳 君 
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    午後１時００分 開会・開議 

○議長（秋谷こうき議員） ただいまから令和６年第３回千代田区議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 会議録署名員を定めます。会議規則第１２４条の規定に基づき、議長から指名します。１６番

入山たけひこ議員、１７番田中えりか議員にお願いします。 

 会期についてお諮りいたします。今定例会の会期は、本日９月１２日から１０月１７日までの

３６日間としたいと思いますが、異議ありませんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋谷こうき議員） 異議なしと認め、決定します。 

 報告します。 

 地方自治法第２４３条の３第２項の規定に基づき、公益財団法人まちみらい千代田の経営状況

について説明する書類の提出がありました。その写しを配付いたしましたので、ご了承願います。 

 報告を終わります。 
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○議長（秋谷こうき議員） 樋󠄀口区長から議会招集の挨拶をお願いします。 

    〔区長樋󠄀口高顕君登壇〕 

○区長（樋󠄀口高顕君） 令和６年第３回区議会定例会の開会に当たり、私の区政運営における所

信を申し上げます。 

 まず、令和６年１月に発覚した、本区における官製談合防止法違反事件についてです。 

 本事件につきましては、区民の皆様に多大なご迷惑とご心配をおかけするとともに、区政に対

する信頼を損ねる結果を招いたことを深くおわびを申し上げます。区では再発防止に向けて、庁

内に「入札不正行為に関する調査及び再発防止対策検討委員会」を設置するとともに、公正・中

立な立場から専門家のご意見を伺うため、「入札不正行為に関する再発防止対策有識者会議」を

設置し、対応を検討してまいりました。その間の調査内容や検討内容、有識者会議からの意見な

どを踏まえ、７月に再発防止検討報告書を取りまとめました。 

 有識者から本事件の要因として指摘を受けましたのは、談合などの不正行為への関与について、

幹部職員側に事の重大性に関する認識が希薄であったこと、組織のガバナンスの脆弱性や区議会

議員との関係を規律するルールが曖昧であることでした。区の再発防止の取組においては、こう

したご指摘を踏まえ、議員や利害関係者との関わり方に関すること、職員倫理に関すること、契

約に関することの３つの課題を設定し、再発防止策をまとめています。 

 今後は「再発防止策」の内容に沿った取組を着実に実行することにより、全ての職員が二度と

不祥事を起こさないという強い決意の下、全庁を挙げて再発防止に取り組んでまいります。加え

て、区民の皆様とのより一層の信頼関係を目指し、新しい組織風土を築く改革として、組織との

つながりの深化や職員間のコミュニケーションの活性化などを通じ、区民サービスの向上に資す

る組織変革に取り組んでまいります。 

 さて、今年の夏は例年にない猛暑となりました。記録的な猛暑となった昨年を上回り、東京で

は熱中症警戒アラートが発令された日数が、７月から８月にかけて３４回にも上りました。区で

は連日続く猛暑対策として、これまでの熱中症対策に加え、神保町交差点や淡路公園にテントや

日よけを設置する取組、外遊びができない子どもたちのために冷房の効いた小学校の体育館を開

放する取組、また、高齢者への見守り訪問や電話相談を通じた安否確認の強化など、子どもから

高齢者まで、地域の皆様や職員の命を猛暑から守る取組を行ってきました。９月以降も厳しい残

暑が続くとの観測もあり、引き続き猛暑対策を継続していくとともに、来年度以降も「酷暑災害」

ともいうべき事態への対策をより一層強化してまいります。 

 また、これからの季節は台風や大雨などの風水害にも万全の対策が必要です。先月には近隣区

で１時間１００ミリメートルの雨量が記録されるなど、気候変動によって豪雨が激甚化、頻発化

しています。現時点では区内で大きな被害は生じておりませんが、地下鉄市ヶ谷駅に雨水が流入

する報道では、ゲリラ豪雨の被害が身近になっていることを実感いたしました。 

 これまでの想定をはるかに超えるような雨が降った場合に備え、区としても対策を検討する必

要があります。日頃よりゲリラ豪雨を想定した対策を啓発し、早期警戒の周知、警戒情報の小ま

めな修正と更新を行うとともに、区民の安全を守るための取組を進めてまいります。 
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 次に、子育て施策について申し上げます。 

 就学前教育及び子育て施策の充実に向けて昨年度策定した「千代田区子育て・教育ビジョン」

及び今年度「第３期千代田区子ども・子育て支援計画」の策定を進める中で、区立幼稚園の在り

方について検討を行っているところです。 

 区立幼稚園の園児数の過去１０年の推移を見てみますと、平成３０年度のピーク時の７２８人

と比べて、令和６年は５１５人と、３０％程度減少しています。本年３月に取りまとめた「子育

て支援に関する区民ニーズ調査」では、幼稚園を利用されていない未就学児の保護者に、必要と

するサービスについて伺い、改めて給食や長時間保育などのニーズの高さが明らかになりました。 

 こうした状況を受け、現在給食を実施していない幼稚園４園のうち、既に多様な保育需要を見

据えて調理室スペースを確保できているお茶の水幼稚園において、令和７年度早期の給食提供に

取り組むことといたしました。そのためには本年度中に準備作業を開始する必要があり、調理室

に必要な整備に関する経費について、今定例会に補正予算として提案しております。 

 幼稚園給食は、保護者の子育て支援もさることながら、食育の観点から子どもの健全な育成に

寄与するものでもあります。保護者や現場の声を受け止め、区立の全ての園での給食提供を目指

し、調理室の確保が困難な麹町幼稚園、九段幼稚園、番町幼稚園の３園については、給食提供の

方策等の調査・検討を進めてまいります。 

 引き続き、地域への子育て支援事業や特別な教育プログラムの導入など、子どもたちが健やか

に成長できるよう、幼稚園の在り方の検討を進め、次年度の園児募集に際して保護者の方々のニ

ーズに応じた選択につながるように努めてまいります。 

 次に、令和５年度決算について申し上げます。 

 令和５年度予算は、アフターコロナ社会の兆しを感じつつも、いまだ新型コロナウイルス感染

症の拡大が予断を許さない中、エネルギー価格高騰に伴う光熱費の上昇が区民生活や事業運営に

様々な影響を与えていた、厳しい状況の下での予算編成を行いました。 

 このような背景の下、一般会計予算は第４次基本構想で掲げる将来像をめざすための初年度予

算として位置づけ、区民の生活と健康を支える様々な施策を着実に実施し、コロナ禍からの本格

的な復興と、そして、新たな躍進に向けて立ち上がるために必要な事業を積極的に予算化しまし

た。また、長引く物価高騰に対応するため、５回に及ぶ補正予算を編成し、低所得世帯や子育て

世帯等への様々な対策にも取り組んでまいりました。これらの取組を実施しました令和５年度決

算につきまして、特徴的な内容をご説明いたします。 

 まず、歳入についてです。特別区税や地方消費税交付金などの一般財源をコロナ禍でも堅実に

収入することができ、歳入総額約７４１億円で、前年度比約５６億円の増となりました。 

 歳出については、建物の耐震化等促進事業、自転車通行環境整備など一部の事業で見込んでい

た予算執行に至らない状況もありましたが、歳出総額約７１３億円で、前年度比約５１億円の増

となりました。執行率は前年度と同じ８５.４％となっております。 

 その結果、実質収支額は約２４億円の黒字でした。また、財政運営の指標とする旨を定めた健

全化を判断する４つの指標のいずれもが適正な数値となっており、引き続き健全な財政を維持し
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ております。今後も、千代田区第４次基本構想とともに策定しました「今後の行財政運営の考え

方について」に基づいて、健全な行財政運営に取り組んでまいります。 

 次に、令和７年度予算編成について申し上げます。 

 時代の変化が早く、区民ニーズが多様化する中、よりよいサービスを届けるためには、組織の

在り方を変えていく必要があります。組織変革を進め、利用者視線で「誰のために何を行うの

か」、「どうやって届けるのか」、常に考え、所管の垣根を越えて、施策の展開を図ってまいり

ます。 

 施策の分野ごとに申し上げますと、出産・子育て支援や教育の充実、子どもの遊び場となる公

園の整備等、子どもたちが健やかに育ち、安心して生活できる環境の整備に引き続き取り組んで

いく必要があります。 

 様々な自然災害に備えたハード、ソフト両面での防災施策を推進するほか、排出量の多い事業

系の紙ごみ等の削減、食品ロス対策など、脱炭素社会の実現に向けた多角的な施策の展開にも取

り組んでいかねばなりません。 

 そのほかにも、地域コミュニティ活性化の取組、高齢者・障害者福祉サービスの充実、多様性

を認め合う社会づくり、地域経済活性化や物価高騰に対する支援、区有施設の効果的な整備や利

活用、ウォーカブルなまちづくり、スポーツ・文化芸術の振興などにも積極的に取り組んでいく

ことが求められます。 

 こうした中、第４次基本構想の下で、将来にわたり持続可能な地域社会の発展を実現するため

には、行政手続の利便性向上など、あらゆる分野でデジタル技術を活用した取組を推進する必要

があります。 

 以上のような認識の下、不確実性の高い時代においても、安定的、継続的な区政運営を推進す

るため、令和７年度予算の編成に取り組んでまいります。 

 次に、補正予算について申し上げます。 

 さきに述べましたお茶の水幼稚園における給食開始に向けた準備経費のほか、予防接種法にお

きまして、今年度からB類疾病として定期予防接種に位置づけられた新型コロナウイルス感染症に

対するワクチン接種単価が、国が提示していた見込み単価より、大幅に増加いたしました。その

ため、当初予算に計上した額では接種を希望する高齢者等全員分として不足が見込まれることか

ら、追加の予算を計上いたします。 

 また、令和８年度の竣工に向けて整備中である（仮称）四番町公共施設において、建設資材や

労務単価の高騰及び働き方改革関連法が実施され、時間外労働の上限規制等が適用されることに

よる工期延長の影響などを反映させた、令和７年度から令和８年度までの債務負担行為を追加い

たします。 

 最後に、今回提案いたしました諸議案について申し上げます。 

 まず、予算案件といたしまして、令和６年度一般会計補正予算第２号の１件であります。次に、

決算案件といたしまして、令和５年度各会計歳入歳出決算の認定についてがございます。次に、

条例案件といたしまして、条例の一部を改正するもの、２件であります。 
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 また、報告案件といたしまして、令和５年度千代田区健全化判断比率について１件、後楽橋補

修補強工事請負契約の一部を専決処分により変更した件について１件、損害賠償請求事件に関し

専決処分により和解した件について３件の計５件で、今回の付議案件は合わせて９件であります。

何とぞ、慎重なご審議の上、原案どおりご議決を賜りますようお願い申し上げます。 

 以上をもちまして、令和６年第３回区議会定例会の開会のご挨拶といたします。ありがとうご

ざいました。 
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○議長（秋谷こうき議員） お諮りします。本日は以上で延会したいと思いますが、異議ありま

せんか。 

    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（秋谷こうき議員） 異議なしと認め、決定します。 

 次回の継続会は９月２５日午前１０時３０分から開会いたします。ただいま出席の方には文書

による通知はしませんので、ご了承願います。 

 本日は以上で終了します。延会します。 

    午後１時１４分 延会 


